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別添１ 

「岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」

改定素案に対する意見の要旨と県の考え方について 
 
第１章 計画の基本的な考え方 

  １ 計画の趣旨 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 

ＤＶ被害者が自立に向かう中で、

精神的な苦痛と共に病に倒れて命を

落とす実情がある。ＤＶ被害者はメ

ンタルが弱くなり癌に侵されても生

き延びる力も削がれて、確かなデー

タはないが、癌で亡くなる方が少な

くないと感じる。また、暴力により

父（加害者）のもとを離れ、唯一の

頼りである母親を病で亡くす子ども

たちの実情も知っていただき、公的

支援を考えてほしい。 

配偶者等からの暴力(ＤＶ)は、犯

罪となる行為をも含む重大な人権侵

害であり、被害者の心身を深く傷つ

け、その後の人生にも深刻な影響を

及ぼし、決して許されるものではあ

りません。 

ＤＶ被害者の支援にあたっては、

関係機関と緊密に連携し、同伴者と

して避難した子どもも含め、それぞ

れの立場に立ち、アウトリーチによ

る早期発見から自立支援まで切れ目

のない取組を実施してまいります。 

２ 

「面前ＤＶ」からの児童虐待死の

事案が岡山県でもあった。児童相談

所等との連携をより強化する必要が

ある。 

「市町村要保護児童対策地域協議

会等との連携による子どもに対する

支援の充実」（P10）や「ＤＶ相談

に関係する機関で構成する法定協議

会での意見交換及び課題の検討」

（P11）で取り組むこととしてお

り、児童相談所等関係機関と緊密に

連携してまいります。 

３ 

交際相手からの暴力（デートＤ

Ｖ）は、ストーカー、性暴力、傷

害、殺人など重篤な事件に発展する

事例が後を絶たない。予防啓発、教

育・学習の強化、相談窓口の周知、

支援体制が重要だ。 

「⑤子ども・若者への予防啓発、

デートＤＶ対策の推進」（P11）の

中で、引き続き、被害者の立場に立

った切れ目のない支援に取り組んで

まいります。 

また、今回新たに「デートＤＶ防

止講座等を受講した児童・生徒等の

数」(P12)を数値目標に掲げ、関係

機関と連携し、取り組むこととして

おります。 



【未定稿】 

4 
 

４ 

 ＤＶ基本計画の策定は、県男女共

同参画計画・困難な問題を抱える女

性支援計画との整合性を踏まえたも

のであることを明記すべきだ。 

ご提案を踏まえ、第１章の「１ 

計画の趣旨」に第６次おかやまウィ

ズプラン及び岡山県困難な問題を抱

える女性支援計画との整合性を図っ

た計画であることを追記します。 

 

第３章 計画の内容 

  １ 計画の内容 

   ②被害者への相談・支援・救済体制の充実 

番号 意見の要旨 県の考え方 

５ 

「②被害者への相談・支援・救済

体制の充実」は「②被害者への相

談・支援・救済体制の充実と強化」

とすべきだ。 

項目名は強化の視点も含め充実と

しており、素案のままといたしま

す。 

６ 

女性相談支援センター、児童相談

所及びこども家庭センター等の関係

職員等の専門性の向上を図り、被害

者へ適切に対応できるよう、研修機

会の充実など支援に携わる人材の育

成を図るべきだ。 

「ＤＶ相談とＤＶ被害者を支援す

る体制（配偶者暴力相談支援センタ

ー）の充実」（P9）等で取り組むこ

ととしており、引き続き、支援調整

会議（実務者会議）等での研修を通

じて、関係者のさらなる資質向上に

努めてまいります。 

７ 

 「相談支援体制の整備など市町村

が行うＤＶ対策との連携や支援」

（P9）は「相談支援体制の整備強化

など市町村が行うＤＶ対策との連携

や支援」とすべきだ。 

配偶者暴力相談支援センター又は

女性相談支援員を設置している市町

村数は５に止まることから、まずは

体制の整備が必要と考えており、素

案のままといたします。 

８ 

 「医療関係者等のＤＶについての

理解の促進」(P9)は「保健・医療関

係者等のＤＶ理解への促進と支援体

制の促進」とすべきだ。 

 

医療関係者等には、保健師や救急

隊員等が含まれています。 

医療関係者等は、日常の業務を行

う中で、ＤＶ被害者を発見しやすい

立場にあることから、引き続き理解

の促進に努めることとしておりま

す。 

なお、支援体制の促進について

は、「ＤＶ相談とＤＶ被害者を支援

する体制（配偶者暴力相談支援セン

ター）の充実」（P9）等で取り組む

こととしており、素案のままといた

します。 



【未定稿】 

5 
 

９ 

「児童生徒・教職員等への各種相

談窓口の紹介」（P10）は「幼児・

児童生徒・教職員等への各種相談窓

口の紹介、周知」とすべきだ。 

「児童生徒・教職員等への各種相

談窓口の紹介」（P10）について

は、困った際に自ら相談ができる窓

口等を紹介する取組を想定してお

り、幼児は対象としていないことか

ら、素案のままといたします。 

10 

「市町村要保護児童対策地域協議

会等との連携による子どもに対する

支援の充実」（P10）は「市町村要

保護児童対策地域協議会等との連携

による子どもに対する支援の強化と

充実」とすべきだ。 

項目名は強化の視点も含め充実と

しており、素案のままといたしま

す。 

11 

二次被害防止の観点から、相談窓

口での対応について評価・分析が必

要だ。評価等の結果を公表すること

で、施策の実効性を高めてほしい。

支援現場の声が見えにくいことの改

善を求める。 

女性相談支援センターでは、随

時、対応状況等の振り返りを行うと

ともに、一時保護施設利用者へのア

ンケートも実施するなど、組織とし

ての業務改善に努めております。 

なお、秘匿すべき情報が多いこと

から、振り返りの内容等について公

表は考えておりません。 

12 

 「ＤＶ被害者からの苦情の適切か

つ迅速な処理」（P10）について、

窓口に寄せられた声などを相談支援

活動の改善に確実につなげていくた

め、調査研究し公表してはどうか。 

  

  ③被害者の自立支援のための取組 

番号 意見の要旨 県の考え方 

13 

相談支援員は、相談者の現状を理

解し汲み取るため高度なスキルが必

要である。また、二次受傷に遭って

おりメンタルケアの必要もある。

「窓口における専門性の向上及び環

境の整備」を追記してはどうか。 

「ＤＶ相談とＤＶ被害者を支援す

る体制（配偶者暴力相談支援センタ

ー）の充実」（P9）等で取り組むこ

ととしており、引き続き、支援調整

会議（実務者会議）等での研修を通

じて、関係者のさらなる資質向上に

努めてまいります。 

また同項目で、職務遂行の過程で

相談支援員の心身の健康が損なわれ

ないよう取り組むこととしており、

素案のままといたします。 
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14 

民間では、当事者が孤立・孤独に

陥らないように自助グループを開催

しているが、自主開催で財政的に運

営が成り立たない現状がある。 

ＤＶ被害者が長期的に支援を受け

られるよう、「自助グループの組織

化に向けた支援」を追記してはどう

か。 

 「心的外傷後ストレス障害を含む

心の回復及び生活支援」（P10）等

で、民間団体等と連携しながら、Ｄ

Ｖ被害者への継続的な支援に取り組

むこととしており、素案のままとい

たします。 

 

   ⑥関連施策の推進体制の強化と民間団体等との協働 

番号 意見の要旨 県の考え方 

15 

「ＤＶ被害者の移送も想定した広

域連携の推進」（P11）は「ＤＶ被

害者の移送と安全な生活にむけての

都道府県を超えた広域連携の推進」

とすべきだ。また、関係機関に警察

を追加すべきだ。 

「ＤＶ被害者の移送も想定した広

域連携の推進」（P11）では、安全

・安心な生活を目指し、必要に応じ

て県境を超えた対応も想定していま

す。 

また、必要に応じて警察と連携し

ますが、担当課としては、素案のま

まといたします。 

 

   ２ 数値目標 

番号 意見の要旨 県の考え方 

16 

配偶者からの暴力の防止のために

も、市町村には、女性相談支援員で

はなく、専門的な相談が身近で受け

られる配偶者暴力相談支援センター

としての機能が望まれる。目標は、

「市町村の配偶者暴力相談支援セン

ターの設置」にすべきだ。 

配偶者暴力相談支援センターに限

らず、身近な市町村で相談できるこ

とが重要であることから、各市町村

の実情に応じ、センターの設置又は

専門知識を有する女性相談支援員の

設置を進めることとしており、素案

のままといたします。 

 

  

 


